
 
 

 

  News-Release 

 
2012 年 10 月 29 日 

各 位 

                            株 式 会 社  沖 縄 海 邦 銀 行              

〒900-8686 那覇市久茂地2丁目9番12号                 
 
  

新型窓口販売方式国債の取扱いについて  
 

株式会社沖縄海邦銀行（頭取：上地 英由）では、平成 24 年 10 月 30 日（火）

より下記のとおり新型窓口販売方式国債の取扱いを開始しますのでお知らせ致し

ます。 

海邦銀行は、これからもお客様のニーズにお応えし、満足いただける商品・サ

ービスの提供に努めてまいります。 

 

記 

１．新型窓口販売方式国債の概要 
新型窓口販売方式国債 

固 定 金 利 
商品名 

2 年固定利付国債 

（満期 2年） 

5 年固定利付国債 

（満期 5年） 

10 年固定利付国債 

（満期 10 年） 

購入できる方 制限はありません（個人のお客様および法人のお客様も購入できます）

発行頻度 毎月（年 12 回） 

購入単位 最低 5万円から 5万円単位 

購入限度額 1 申込みあたり 1億円 

販売価格 発行ごとに財務省で決定します 

金利水準 発行ごとに市場実勢に基づき財務省で決定します 

利払日 半年ごとに年 2回 

中途換金 
市場に買い手がいれば、売却が可能です。ただし売却時の市場価格での

買取となるため、売却価格によっては売却損を被る場合がございます。

※ご留意事項につきましては別添【新型窓口販売方式国債に関する留意点】をお読み下さい。 
 
２．取扱開始日 
    平成 24 年 10 月 30 日（火） 

 
３．取扱店 
    全営業店（51 か店） 

 以上 
 

 
 

かかいいぎぎんん  

《お問い合わせ先》 
証券国際部 金融商品担当（花谷） 

℡.098-867-2307（直通） 



 
 
 
・新型窓口販売方式国債は、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。 
・新型窓口販売方式国債は元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融

商品ですが、日本国の信用状況の悪化により元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が

生じるリスクがあります。 
・新型窓口販売方式国債を中途換金する場合、売却時の市場価格での売却となるため、売却

価格によっては売却損が生じる場合がございます。また、「個人向け国債」と異なり、国

が買い取る「中途換金制度」はありませんので、買い手がつかないと売却できない場合も

あります。 
・新型窓口販売方式国債は、償還日や利払日の 6 営業日前から前営業日までの期間は中途

換金ができません。 
・新型窓口販売方式国債は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オ

フ）の適用はありません。 
・お申し込みの際は、契約締結前交付書面をお渡ししますので、よくお読みいただき、必ず

内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。 
 

【新型窓口販売方式国債に関する留意点】 


